
   

 

平成 29 年 12 月 25 日 

国土交通省 東北地方整備局 

 

記 者 発 表 資 料 
 

『雄物川 激甚災害対策特別緊急事業 推進室』を設置します 

～平成29年7月 雄物川中下流で発生した豪雨災害への対策を加速化～ 

 
 

○ 平成29年7月の記録的な豪雨で大きな被害を受けた雄物川中下流（大仙市・秋田市）

では、河川激甚災害対策特別緊急事業による、重点的な堤防整備等を実施し、雄物川の

氾濫による家屋浸水被害を解消することとしています。 
 

○ 今後、本格化していく事業を強力かつ円滑に推進していくため、平成30年1月1日、

東北地方整備局に『雄物川激甚災害対策特別緊急事業 推進室』を設置します。 
 

≪推進室の所掌事務≫ 

・雄物川激甚災害対策特別緊急事業に関する事務をつかさどります(調査･設計,工事,事業調整 等) 
   

○ また、推進室の設置式を下記のとおり行いますので、お知らせします。 

 

『雄物川激甚災害対策特別緊急事業推進室』設置式（予定） 
 

日 時：平成30年1月9日（火）11時～12時  

場 所：湯沢河川国道事務所 ３階 会議室 

     ※看板設置の際は、１階 玄関前に移動します。 

内 容：①東北地方整備局副局長 訓示 

    ②来賓 挨拶 

③推進室長 挨拶 

④工事概要報告 

⑤看板設置 
 

＜発表記者会＞ 秋田県政記者会、宮城県政記者会、東北電力記者会、東北専門記者会 

問合せ先 
 
国土交通省 東北地方整備局  TEL 022-225-2171（代表） 

 
たてさわ きよしろ 

             企画部 企画課長   舘澤  清城（内線3151） 

 
おくなか ともゆき 

             河川部 河川計画課長 奥中  智行（内線3611） 

 

[公開等] 

１）設置式は公開となっております。 

 ２）報道関係者、一般の方の席（10席程度）を用意しています。 

 ３）会場の都合上、一般席については先着順とさせて頂きます。 


